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北広島市では、平成 8年度に「行政改革大綱」を策定し、これ以降、行財政環境の変化に対応し

ながら、市民ニーズに応えられるよう計画の改定を重ね、現在は平成 27年 3 月に策定した行財政

改革大綱・実行計画に掲げる 3つの基本目標（持続可能な財政運営の推進、機能的な行政運営の推

進、市民協働・官民連携の推進)に基づき、各種取組を進めてきました。 

 平成 27年度から令和元年度までの 5年間で実行計画に掲げた 61 件の取組内容のうち 54 件の取

組を実施し、令和元年度末時点の実施率は 88.5％となっています。 

5 年間の取組では、財政運営指針の策定、補助金等交付規則の運用基準の策定、学校給食費の公

会計化、ふるさと納税制度の導入、公共施設等総合管理計画の策定など、持続可能な財政運営を推

進するため、財政数値の目標設定や独自財源の確保に向けた取組などを実施しました。 

 また、社会情勢の変化に対応した職員配置、各種職員研修の実施、人事評価制度の導入、新庁舎

移転に伴う ICT 化の推進、働き方改革の推進など、行政課題に対応できる効率的かつ実効性のある

行政組織の構築や人材育成、業務の効率化に努めました。 

 さらに市民参加条例に基づく新たな市民参加手法である市民会議の導入や、市民政策提案制度の

活用、公益活動団体における寄附金控除の拡大に向けた条例の制定、指定管理者制度の対象施設の

拡充など、更なる市民参加・市民協働、官民連携の推進を図りました。 

 これらの取組により、行財政改革大綱・実行計画に掲げた内容は概ね達成したといえますが、基

本目標ごとに一部課題が残されているほか、人口減少や少子高齢化の進展など市政を取り巻く環境

も変化していくことが見込まれており、中長期にわたり、健全な財政を維持し、市民ニーズにあっ

た行政サービスを提供していく必要があります。 

 

 
 
 

（１） 人口と財政状況 

令和 2年 3月末現在の住民基本台帳における本市の人口は 58,147 人となっており、平成 23 年 3

月末の人口 60,465 人と比較すると 2,318 人、約 3.8％の減少となっています。 

世帯数は、27,800 世帯で、平成 23 年 3月末の 25,996 世帯と比較すると 1,804 世帯増加していま

す。1世帯あたりの人員は、平成 23 年 3月末の 2.33 人から 2.09 人と 0.24 人減少し、世帯の少人

数化が進んでいます。 

さらに、国立社会保障・人口問題研究所が平成 30 年に公表した本市の人口は、令和 12 年には

52,264 人になると推計され、年齢構成も 65 歳以上の老年人口は、令和 12 年には 19,615 人、人口

に占める割合も 37.5％となり、3人に 1人が 65 歳以上になると推計されます。 

 

 

  

Ⅰ これまでの取組と成果 

Ⅱ 市を取り巻く情勢
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※平成 27 年度までは国勢調査、令和 2年度以降は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将

来推計人口」(平成 30 年)による推計。平成 27 年度までの合計人数には国勢調査による年齢不詳の人数

が含まれているため、各階層の合計とは一致しません。 
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財政状況については、歳入は市税がここ数年のゆるやかな景気回復の影響により増収傾向でした

が、今後は生産年齢人口の減少に伴う税収入の減少が見込まれます。 

一方で歳出は、高齢化による社会保障関係費等の増加、人件費や物件費の上昇傾向が続く中での

建設事業や災害復旧に伴う公債費の増加など、歳出規模は増加傾向にあります。 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

41.5 41.3 42.2 42.6 41.1 42.6 43.9 

45.4 48.4 50.2 53.3 55.6 55.7 58.7 

21.8 22.0 21.4 22.5 22.4 21.8 22.6 
30.4 33.8 34.6 36.2 40.4 43.1 44.2 
24.8 24.3 26.1 25.3 26.2 27.2 

23.2 
25.8 28.2 

38.2 38.9 
57.9 

30.1 
38.1 209.4 215.5 

232.6 239.7 

263.7 

242.0 

261.4 

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

(億円) 歳出項目別決算額の推移

人件費 扶助費 公債費 物件費

補助費等 投資・出資・貸付金 繰出金 普通建設

その他 合計

(2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018)     (2019)

74.2 75.9 75.9 78.2 77.1 77.4 79.8 

40.9 40.8 40.5 39.6 40.6 41.1 42.0 

9.2 10.1 14.9 13.7 14.9 14.9 14.8 

44.6 48.7 
55.8 58.8 60.7 56.6 

64.6 

25.4 
26.0 

27.2 27.6 
41.9 

27.1 
28.8 212.7 

219.7 
236.3 

243.3 

267.3 

245.9 

263.1 

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

(億円) 歳入項目別決算額の推移

市税 地方交付税 地方譲与税 交付金等 使用料等

国・道補助金 諸収入 市債 その他 合計

(2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018)     (2019)

資料 「北広島市の財政状況」 

資料 「北広島市の財政状況」 

-3-



 

（２） 財政推計と未来創造ビジョンによる効果  

 

 

この財政推計は、令和 2年 9月現在の条件に基づいており、令和 2年度予算及び決算見込みの額

や市が策定している各種計画における数値を基本として、現行の地方財政制度が維持されることを

見込んでいるほか、令和 12 年度での目標人口の達成に向け、今後人口が増加局面に入ることとして

推計を行っております。そのため、歳入においては、総務省の令和 3年度予算概算要求に基づく地

方財政の見通しは加味しておらず、歳出においては、2021 推進計画において新たに計画された事業

は反映しておりません。また、新型コロナウイルス感染症による影響については、内閣府の経済財

政運営と改革の基本方針 2019 に基づき今後も地方の一般財源総額が同水準で確保される方針である

ことや、歳入、歳出両面における影響を現時点で的確に見通すことが困難であることから、推計に

含んでいません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歳入については、市の歳入の根幹である市税について、全体としてほぼ横ばいで推移するものと

見ており、歳入全体においても国の財政計画に基づき、地方の一般財源の総額は確保されていくも

のと見込みましたが、歳出については、高齢化の進展に伴う扶助費の増加や新庁舎建設に伴う公債

費の増加、各種大型事業などを見込んでおり、基金の取り崩しをしないものと想定した財政収支で

は、5年間で約 31 億円の一般財源が不足するものと推計しました。 

 ① 財政推計 

【歳入】

一般財源 一般財源 一般財源 一般財源 一般財源

7,731 7,745 7,838 7,788 7,784

2,044 2,044 2,044 2,044 2,044

4,962 4,992 5,023 5,193 5,139

948 948 1,076 1,076 1,076

15,685 15,729 15,981 16,101 16,043

【歳出】

事業費 一般財源 事業費 一般財源 事業費 一般財源 事業費 一般財源 事業費 一般財源

5,034 4,681 5,076 4,719 5,040 4,685 5,059 4,703 5,124 4,765

6,173 1,875 6,220 1,890 6,260 1,906 6,297 1,918 6,340 1,935

2,474 2,358 2,526 2,420 2,445 2,376 2,419 2,362 2,418 2,395

13,681 8,914 13,822 9,029 13,745 8,967 13,775 8,983 13,882 9,095

2,798 2,297 2,789 2,315 2,844 2,309 2,839 2,301 2,835 2,285

6,930 591 4,040 390 4,327 451 5,221 595 3,367 373

5,934 4,613 6,020 4,738 6,042 4,765 6,097 4,813 6,123 4,840

29,343 16,415 26,671 16,472 26,958 16,492 27,932 16,692 26,207 16,593

【収支】
△ 730 △ 743 △ 511 △ 591 △ 550

【百万円】

項　目
R3推計 R4推計 R5推計 R6推計 R7推計

 譲与税・交付金

 地方交付税等

 その他

 市税

歳入総額(A)

 その他

歳出総額(B)

収支（Ａ－Ｂ）

R7推計

 人件費

 扶助費

 公債費
（義務的経費計）

 特別会計繰出金

R6推計
項　目

R3推計 R4推計 R5推計

 普通建設事業費
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 本市の財政状況は今後も厳しい状況が当面続くことが想定されていますが、未来創造プランに定

めた 25 の具体的な方策に取り組むことで、令和 3年から令和 7年までの 5年間で 37億 6 千万円の

財政効果を目指します。 

 歳入の確保では、個人からの本市に対する寄附が年々増加しているとともに、ボールパーク構想

を契機とした企業からの寄附も増加している現状を踏まえ、ふるさと納税や企業版ふるさと納税の

活用、市有資産の売却を中心に歳入の増加につながる取組を進めていきます。 

 また、行政手続の簡素化や ICT の戦略的な推進など市役所内部における事務の効率化を推進する

とともに、これまで行っている事務事業評価方法を見直すことで事業のスクラップ＆ビルドを促進

するなどの取組により歳出の抑制に努めていきます。 

 

 【令和 3年から令和 7年までの財政効果額(推計)】           （単位：百万円） 

 

                    

 

  

  

この度の財政推計では令和 3年から令和 7年までの 5年間で単年度の収支が赤字となることが見

込まれましたが、未来創造プランに基づく歳入の確保、歳出の抑制の効果を発揮することで財源不

足の圧縮を図ります。 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  令和 3年 令和 4年 令和 5年 令和 6年 令和 7年 

歳入の確保 722 722 722 722 722 

歳出の抑制 30 30 30 30 30 

単年度効果額 752 752 752 752 752 

 ② 効果額 

 ③ 効果額を反映させた財政推計 

 5 年間合計 37 億 6 千万円 

0.22 0.09

2.41

1.61
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単年度収支
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（３） 新型コロナウイルス感染症による影響 

新型コロナウイルス感染症は、北海道をはじめ全国に感染の拡大が進み、本市においても感染者

が確認されるなど市民生活や経済活動に大きな影響を及ぼしています。そうした中、行政において

も、新しい生活様式の定着など社会の流れに対応することが求められており、職員の勤務体制や柔

軟な働き方など時代に合わせた行政機能の確立、ICT を活用した非対面型の各種サービスの提供、

手続の簡素化など新たな行政運営について早急に推進する必要があります。 

 

 
 
 
 

（１） 総合計画(第６次)の方向性 

 平成 23年度から令和 2年度までを計画期間とする総合計画(第 5次)では、めざす都市像を「希

望都市」「交流都市」「成長都市」と定め、その実現に向けて様々な施策に取り組んできました。 

令和 3年度からスタートする総合計画(第 6次)では、総合計画(第 5次)において掲げためざす

都市像を継承するとともに、「豊かな自然」、「利便性の高い都市機能」、「交通の要衝」など本市の

個性や強みを生かし、快適な生活環境の形成に努め、将来にわたって着実に成長する魅力あるま

ちづくりを進めていきます。 

 

（２） きたひろ未来創造ビジョン 2021 の方向性 

地方自治体を取り巻く環境の変化や厳しい行財政状況が想定される中、時代の潮流を見極め、市

民ニーズに柔軟かつ的確に対応したまちづくりを進めるためには、「住民の福祉の増進に努めるとと

もに、最少の経費で最大の効果を挙げる」という地方公共団体の行政運営の原則に立ち返り、安定

的・持続的な行政サービスにつながる行財政システムを構築する必要があります。 

行財政改革に関する取組は縮減型・制約型となる可能性を有しておりますが、これからの時代は、

既存の枠組みにとらわれず、また変化を恐れず、将来に責任あるまちづくりを進めることが求めら 

れます。 

持続可能な行財政運営を実現するため、行政サービスの見直しや業務の効率化を図りながらも、

人口減少や少子高齢化の進展、社会経済情勢の変化等に柔軟に対応でき、かつ新たな魅力や価値が

創出され、市民の豊かな暮らしを実現する創造型の取組を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ これからの行財政改革 
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（３） ボールパーク構想と連携した新たな価値の創造 

本市は、札幌市と新千歳空港の中間に位置し、大都市へのアクセスの良さを持ちながら、豊かな

緑の環境を保持しており、自然と利便性の高い都市機能が調和する魅力的な住環境を有する一方

で、急速な少子高齢化の進行、地域活力の低下などの課題を抱えています。 

官民連携プロジェクトとして、令和 5年の開業に向け、プロ野球「北海道日本ハムファイター

ズ」の新球場を核としたボールパークの整備が進められています。このボールパークは、プロスポ

ーツの試合観戦という役割だけではなく、多くの人々がこのまちに集い、交流を育むとともに、今

後のまちづくりにおいて重要な役割を担うエリアでもあります。このボールパークを核としたボー

ルパーク構想を推進することにより、子どもたちが未来に夢や希望を抱き、市民がこのまちに誇り

と愛着を感じるとともに、まちづくりの様々な分野に波及効果を生み出すものと考えられます。 

 本市では、持続可能な都市経営と地域課題の解決に向けて、ボールパーク構想と連携したまちづ

くりを推進していきます。 
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　都市機能

　交流

　スポーツ

全18

交 通

雇 用

協 働

文 化

観 光

定 住

経 済福 祉

防 災

子育て

教 育

スポーツ

健 康

交 流

環 境

医 療

都市機能

財 政
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きたひろ未来創造ビジョン 2021 の基本目標は、平成 27 年に定めた行財政改革大綱の基本目標で

ある「持続可能な財政運営の推進」、「機能的な行政運営の推進」、「市民協働・官民連携の推進」の

考え方を継承しながら、本市を取り巻く複雑・多様化する諸課題に対して、3つの視点から取組を

推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇市民ニーズにあった行政サービスを安定して提供し続けるため、ICT を活用した業務の

効率化を図ります。 

◇市民ニーズや社会情勢に応じた行政組織の構築とともに、経営資源を最大限に生かし

た持続可能な行政運営を目指します。 

 

◇中長期にわたり健全な財政を維持し、市民ニーズにあった行政サービスを安定して提

供するため、将来の負担に備えた財政基盤の強化や自主財源の確保を図ります。 

◇公共施設を経営資源として捉え、公共施設の全体的な最適化を図るとともに、総合的

かつ総括的に企画、管理及び利活用する仕組みを構築します。 

持続可能な財政運営を実現する「自立」したまちの形成 

市民サービスの向上につながる「質の高い」行政経営の推進 

多様な主体が活躍する「共創社会」の構築 

 基 本 目 標 Ⅲ       

 基 本 目 標 Ⅱ       

 基 本 目 標 Ⅰ        

Ⅳ きたひろ未来創造ビジョン 2021 基本目標 

◇民間事業者や自治体、大学などと幅広い連携を進めるとともに、多様な主体が活躍でき

る共創社会の実現を目指します。 

-8-



 

 
 
 

 

総合計画(第 6次)では令和 3年度から令和 12 年度までの 10 年間を計画期間としています。行財

政改革の方向性を示す「きたひろ未来創造ビジョン 2021」は、総合計画をより効果的に実行するた

めに必要な制度、組織など執行体制の見直し等を行うものであることから、「きたひろ未来創造ビジ

ョン 2021」の計画期間は、総合計画(第 6次)との整合性を図り令和 3年度から令和 12 年度までの

10 年間とします。 

 また、具体的な改革項目を示す「未来創造プラン」については、到達目標を明確にして実効性の

ある計画とするため計画期間を 5年間とし、中間年に進捗状況の検証を進めていくこととします。 

 

 平成 27 年度～令和 2年度 令和 3年度～令和 12 年度 

行財政改革の基本的方向性 行財政改革大綱 きたひろ未来創造ビジョン 2021 

改革を実行するための取組 行財政改革実行計画 未来創造プラン 

 
 
 

 

各種取組の推進にあたっては、市民の理解と協力のもと取り組む必要があることから、市民参加

条例に基づき市民の意見を的確に把握しながら、きたひろ未来創造ビジョン 2021・未来創造プラン

を策定し、計画策定後は市の広報紙やホームページ等により取組状況を公表します。 

 また、きたひろ未来創造ビジョン 2021・未来創造プランをより実効性のあるものとするため、学

識経験者等による「行財政改革推進委員会」において、計画の策定、進行管理の各段階において多

様な視点から助言・提言を受けるものとします。 

 庁内においては、市長を本部長とし、副市長、教育長及び全部長職を構成員とする「行財政改革

推進本部会議」において基本方針に基づく主要施策や具体的な改革項目の調査、検討及び推進を図

り、全庁一体となって取組を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市
民
・
議
会 

 
【役割】 

きたひろ未来創造ビジョン 2021・未来創造プランの策定及び進行管理、その他行財政

改革に関することに関する調査・審議 

【構成】 

 学識経験者 4 名、市民 1 名 

 

 

【役割】 

きたひろ未来創造ビジョン 2021・未来創造プランの策定、行財政改革の推進に関する全

庁的な調整 

【構成】 

〈本部長〉市長、〈副本部長〉副市長、〈本部員〉教育長、各部長職各部課長 

〈事務局〉企画財政部企画課 

計画の策定進

捗状況の報告 

 

助言・提言 

会議の傍聴 

会議、議事録の 

公表 

意 見 

行財政改革推進委員会 

行財政改革推進本部会議 

Ⅴ きたひろ未来創造ビジョン 2021・未来創造プランの構成 

Ⅵ きたひろ未来創造ビジョン 2021 の推進体制 

計画の策定、進捗状

況の公表、意見募集 
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 市の現状と課題を踏まえ、各基本目標に紐づく 10 の改革項目を設定しました。更に、具体的な方策 

として 25の項目に取り組み、きたひろ未来創造ビジョン 2021 に掲げる基本目標の達成に向けて取組を 

推進していきます。 

 

 

１ 自主財源の確保 

 （１）ふるさと納税、企業版ふるさと納税の活用 企画課 Ｐ１２  

（２）クラウドファンディングの実施 企画課 Ｐ１２  

（３）市有資産の効果的な活用 企画課 Ｐ１３  

（４）ネーミングライツの導入 政策広報課 Ｐ１３  

２ 公共施設の利活用と計画的な財源確保 

 （１）公共施設等総合管理計画に基づくマネジメントの推進 企画課 Ｐ１４  

３ 債権管理の適正化 

 （１）債権管理条例の制定 税務課 Ｐ１４ 

（２）債権一元管理体制の構築 税務課 Ｐ１５  

（３）収納方法の多様化 税務課 Ｐ１５  

４ 地下水利用者の水道利用促進 

 （１）地下水利用者の水道利用促進 経営管理課 Ｐ１６  

 

 

 

１ 市民サービスの向上 

 （１）行政手続の簡素化 総務課 Ｐ１７  

（２）窓口業務の改善 窓口に関する部署 Ｐ１７  

２ 業務効率化の推進 

 （１）ICT の戦略的な推進 行政管理課 Ｐ１８ 

（２）ペーパーレス化の推進 行政管理課 Ｐ１８ 

 

 

 

Ⅶ 未来創造プランの改革項目 

基 本 目 標 Ⅰ 

持続可能な財政運営を実現する「自立」したまちの形成 

基 本 目 標 Ⅱ 

市民サービスの向上につながる「質の高い」行政経営の実現 
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３ 効果的かつ効率的な行政運営の推進 

 （１）行政ニーズや社会情勢に応じた行政組織 職員課 Ｐ１９  

（２）時間外勤務の縮減 職員課 Ｐ１９  

（３）戦略的な民間人材の活用 職員課 Ｐ２０  

（４）特定課題解決のための組織横断チームの制度化 職員課 Ｐ２０  

（５）効率的な行政サービスの提供 子ども家庭課・子育て学童担当 Ｐ２１ 

４ 職員の人材育成の推進 

 （１）働き方の変革を見据えた人材育成・職員活躍の推進 職員課 Ｐ２１  

（２）若手・中堅職員のプロジェクトチームの設置 企画課 Ｐ２２ 

５ 政策評価の推進 

 （１）事務事業評価方法の見直し 企画課 Ｐ２２  

 

 

 

 

１ 多様な主体によるまちづくり 

 （１）外国人の受入・共生に向けた対応 商工業振興課 Ｐ２３  

（２）外郭団体との関わり方の検証 企画課 Ｐ２３  

（３）広域的な自治体連携 企画課 Ｐ２４  

（４）民間事業者と大学等との連携の促進 企画課 Ｐ２４  

基 本 目 標 Ⅲ  

多様な主体が活躍する「共創社会」の構築 
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【基本目標１】１自主財源の確保  

※企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)：民間企業が寄附を通じて地方創生の取組に貢献することを目的に平成28年に創設。地方自治体が寄附を受ける

ためには、自治体が総合戦略に基づく地域再生計画を作成し、国の認定を受ける必要がある。

R6

現状

課題

取組内容

・令和元年度のふるさと納税における寄附額は約１億２千万円で、平成29年度の制度開始以来、毎年増加している。

・市の総合戦略の取組を位置付けた地域再生計画が国の認定を受けており、企業版ふるさと納税を活用した地方創生の取組

が可能となっている。

・ふるさと納税は、ボールパーク構想の推進や教育環境の充実など、まちづくりを進める上で貴重な財源となっている。更

なる寄附額の増加に向け、特産品や地元産品の拡充など市内事業者等と連携した取組が必要となる。

・企業版ふるさと納税の活用が一部の取組に留まっており、より効果的に制度を活用していくためにも民間事業者との連携

の拡大が求められる。

・ふるさと納税による寄附額の増加に向け、市内事業者や他自治体と連携した新たな返礼品の開発など取組を推進する。

・企業版ふるさと納税を通じて市の取組に共感し、応援してくれる企業との新たなパートナーシップの構築を図る。

改革項目

年度別計画
・返礼品の開発

・企業に対するトップセー

ルスの展開

1-(1)

R3

ふるさと納税、企業版ふるさと納税の活用 担当課 企画課

R7R4 R5

【基本目標１】１自主財源の確保  

※クラウドファンディング：自治体等が課題解決やプロジェクトの実施のための資金提供をインターネットを通じて募集すること。

取組内容

年度別計画

・市の課題解決や特定のプロジェクトの推進に向けたクラウドファンディングを実施する。

R3

現状

課題

改革項目 1-(2)

・自治体によるクラウドファンディングについては、平成23年の地方自治法施行令の改正により、第三者が自治体に代わっ

て寄附金を募ることが可能となり、資金調達の新たな手法として全国的に取組が進められている。

・市内では、北広島商工会青年部が主体となったクラウドファンディングの取組はあるものの、市が主体となった取組は実

施されていない。

・クラウドファンディングの実施に関する考え方や体制等が未整備のため、新たな自主財源確保策として有効な手段である

ものの、実施に向けた検討や取組が進んでいない。

R4 R5 R6 R7

クラウドファンディングの実施 担当課 企画課

・クラウドファンディング

実施に関する基本方針の策

定

・クラウドファンディング

の実施
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【基本目標１】１自主財源の確保  

※PFI：公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、効率的かつ効果的な公共サービスの提供を図るという手法。

※サウンディング型市場調査：市が予定している事業の検討にあたって、民間事業者等から広く意見・提案を求め、市場性の有無や民間のアイデア等を把握す

るために実施するもの。

改革項目 1-(3)

現状
・将来的に公共用地として使用の見込みがない土地については、北広島市未利用市有地処分等に関する基本方針に基づ

き、処分を実施している。

市有資産の効果的な活用 担当課 企画課

課題

・公共施設の老朽化が進む中、将来的に建物付きの未利用市有地の発生が想定される。未利用市有地等については、資産

として保有し遊休化させるのではなく、貸付や処分の方法により有効活用を進める必要がある。その際には、貸付等に

よって得られる効果にも着目した取組が求められる。

・市有資産の活用に向けて、民間事業者のノウハウを活用した取組（サウンディング型市場調査、PFI等）など、官民連携

も視野に資産活用による効果の最大化を図る必要がある。

取組内容
・市有資産の活用に向けて、まちづくりへの効果にも着目した貸付や処分、資産の管理に関する考え方を整理する。

・市有資産の効果的な活用について、官民連携手法の導入に向けた検討を行う。

年度別計画

R3 R4 R5 R6 R7

・市有資産の管理・処分に

関する考え方の整理

・官民連携手法の導入に向

けた検討

・官民連携手法による市有

地の活用

【基本目標１】１自主財源の確保  

課題
・広告効果が高く、ネーミングライツに適した施設等を選定する必要がある。

・市民になじみのある愛称のついた施設等については、ネーミングライツの導入について慎重に検討する必要がある。

改革項目 1-(4) ネーミングライツの導入 担当課 政策広報課

現状

・施設等の維持管理経費が増加することが見込まれる中、新たな自主財源の確保策としてネーミングライツの活用を検討

している。

・令和元年度には先進自治体の事例などを参考にネーミングライツに関するガイドラインの検討を行った。

取組内容 ・公共施設や道路、公園などの市有施設へのネーミングライツ導入に向けてガイドラインを策定し取組を推進する。

※ネーミングライツ：法人その他の団体（ネーミングライツパートナー）と市が契約することで、ネーミングライツパートナーに施設等に愛称を付与する権利

を提供する代わりに市がその対価を得る方法。道内では「真駒内セキスイハイムスタジアム」、「北ガスアリーナ札幌46」などがある。

・要綱及びガイドラインの

策定
・ネーミングライツの実施

年度別計画

R3 R4 R5 R6 R7
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【基本目標１】２公共施設の利活用と計画的な財源確保   

※公共施設等総合管理計画：公共施設等の適切な規模や方向性など基本的な考え方や総合的かつ計画的な配置の実現を目的に策定。

改革項目 2-(1)

現状
・平成28年6月に公共施設等総合管理計画を策定し、計画に掲げる基本方針に基づき、施設の維持管理や長寿命化、利用

実態を踏まえた施設のあり方の検討を進め、令和2年3月には、公共施設の種別ごとに個別施設計画を策定した。

公共施設等総合管理計画に基づくマネジメントの推進 担当課 企画課

課題

・各施設所管課において、総合管理計画等に基づく維持管理等を進めているが、市全体として中長期的な視点での公共施

設マネジメントを行う必要がある。

・施設改修に使える営繕基金は令和元年末時点で約27,000千円であり、今後の施設の改修等を見据えた財源確保が必要で

ある。

・公共施設全体を見た中での改修等の優先度の判断、財政負担の軽減を視野に効率的な維持管理手法の検討が求められ

る。

取組内容
・公共施設等の適正管理及び適正配置に向け、施設の改修等に係る財源確保や公共施設の一元管理体制の構築、施設管理

業務の包括委託等の共通事務集約化などのマネジメントの推進に向けた検討を行う。

年度別計画

R3 R4 R5 R6 R7

・施設改修等に係る財源確

保策の検討

・一元管理体制の構築に向

けた検討

・共通事務の集約化に向け

た検討

・施設改修等に係る財源確

保策の実施

・一元管理体制の構築や共

通事務の集約化によるマネ

ジメントの実施

・次期公共施設等総合管理

計画の検討

【基本目標１】３債権管理の適正化   

改革項目 3-(1)

・市の債権は、債権の分類によって根拠法令や管理方法が異なり、債権を所管する部署ごとに独自で管理を行っており、

市として統一的な債権の管理がされていない。

・私債権については、時効の援用又は議会の議決がなければ債権が消滅しないため、事実上回収が不可能若しくは著しく

困難な債権についても管理業務を行っている。

・債権の分類に応じた統一的な市の管理方針などが定められていない。

・私債権の債権放棄に係る要件や取扱いが明確化されていないため、回収不可能となっている債権についても継続して管

理しなければならない。

債権管理条例の制定 担当課 税務課

現状

課題

取組内容
・条例の制定に向けて、各債権の分類に応じた適正な債権管理等に関する統一的な管理方針や、市全体の債権に係る統一

した取扱い、管理基準等について検討を行う。

年度別計画

R3 R4 R5 R6 R7

・管理方針、管理基準等に

ついての検討

・債権管理条例の制定
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【基本目標１】３債権管理の適正化   

現状
・平成29年に強制徴収公債権（保育料・介護保険料・後期高齢者保険料）の滞納分一元管理を実施し、収納率の向上が図

られたが、それ以外の債権については、一元化されておらず、効果的かつ効率的な業務の実施に課題が残されている。

債権一元管理体制の構築 担当課 税務課改革項目 3-(2)

・今後、強制徴収公債権以外の債権の一元管理を行うにあたり、公債権と私債権間の情報共有など実務上の方策、債権一

元管理に係る組織体制、私債権の強制執行に係る債権回収業務の委託等の検討を行う必要がある。

取組内容
・効果的な債権管理を進めるため、学童保育料、学校給食費、市営住宅使用料等の債権の一元管理体制を構築する。

・債権の移管に伴う個人情報などの情報共有や債権回収の業務委託について検討する。

年度別計画

R3 R4 R5 R6 R7

・債権一元管理に向けた検

討
・債権一元管理の実施

課題

【基本目標1】３債権管理の適正化   

課題
・クレジット納付は課税情報を民間会社のサーバーに登録しなければならない場合もあることから、個人情報の安全管理

や本市の基幹システム連携に係る費用対効果などについて検討を行う必要がある。

改革項目 3-(3)

現状

・令和元年10月から事業所が納付する法人市民税及び個人市民税の特別徴収について地方税共通納税システムによるイン

ターネット納付が開始された。

・個人の納税に係るクレジット納付について、道内をはじめ全国で実績があり、本市の基幹システムとの連携が可能で

あったサービス提供事業者が令和3年度をもってクレジット収納サービスを終了する。

収納方法の多様化 担当課 税務課

取組内容
・クレジット納付に係るサービス提供事業者及び基幹システムとの連携について調査する。

・導入経費やランニングコストによる費用対効果を検証する。

年度別計画

R3 R4 R5 R6 R7

・システム連携に係る調

査、費用対効果の検証

・検討結果に基づく施策の

実施
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【基本目標１】４地下水利用者の水道利用促進   

課題

・大口需要家は水道水を緊急時に利用できるよう給水施設を整備しており、施設維持費負担の公平性の観点から問題があ

る。

・大口需要家が水道水を利用しない理由は料金水準にあるものと考えられる。

取組内容
・地下水から水道へ切り替えた者に対する特例的料金制度の導入や一定水量の使用が見込まれる新規契約企業に対する特

例的料金制度を導入する。

年度別計画

R3 R4 R5 R6 R7

・先進地事例の調査研究

など特例的料金制度の導入

に向けた検討

・特例的料金制度の導入

現状 ・大口需要家は地下水を利用しており、企業進出による給水収益増加につながらない現状にある。

改革項目 4-(1) 地下水利用者の水道利用促進 担当課 経営管理課
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【基本目標2】１市民サービスの向上   

改革項目 1-(1)

取組内容 ・申請書の手続の負担軽減と今後のデジタル化の推進に向けて、判断基準の見直しを行い、行政手続の簡素化を図る。

R4 R5

年度別計画

R6 R7

・判断基準の見直し

・例規整備(様式改正)

行政手続の簡素化 担当課 総務課

現状

・市民サービスの向上を目的として、平成7年度から押印を廃止する申請書等について見直しを行い、平成9年度に押印の

廃止に関する判断基準及び押印を要しない申請書等の一覧を策定し、現在に至るまで当該判断基準に基づき行政手続を

行っている。

・コロナ禍の影響から国や他の自治体において行政手続における押印を見直す動きが進んでいる。

課題 ・平成9年度から判断基準を変更しておらず、時代の流れに即した行政手続が行われていない。

・効率的な行政手続の実施

R3

【基本目標2】１市民サービスの向上   

課題
・窓口業務に関する部署が多岐に渡るため、改善に向けた検討を進める体制が確立されていない。

・市民目線での窓口サービスの質の向上と業務の効率化を同時に実現することが求められる。

年度別計画

R3 R4 R5

・窓口業務の改善に向けた

検討体制の構築

・窓口業務の改善に向けた

検討・実施

取組内容
・窓口業務の改善に向けた検討体制を構築し、窓口業務のあり方やICTを活用した効率化など改善に向けた見直しを行う。

・窓口業務の委託化や事務の共同処理について検討を行う。

現状

・市で受ける申請は、転出・転入、出生・死亡、保険、年金、医療、保育など、市民の状況によって必要となる行政手続

は異なるものの多岐に渡る。申請書の多くは手書きの様式であり、それにより窓口の滞留時間が長くなるなど、市民に負

担を強いてるほか、複数の手続を必要とする場合や住民異動の繁忙期には特に顕著となる。

・紙の申請は、市民の負担とともに、システムへの入力作業など行政事務としても高コストな方法となっている。

改革項目

R7

1-(2) 担当課窓口業務の改善 (窓口に関する部署→想定部署：市民課、福祉課、子ども家庭課など)

R6
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【基本目標2】２業務効率化の推進   

※ICT：情報通信技術のこと。コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報コミュニケーション技術をいう。

課題

・ICTを活用することで職員の事務効率が図られる業務などについて整理する必要がある。

・ICT化には専門性が必要なため、それに対応できる人材が不足している。

・オンラインやキャッシュレス手続などICTを活用した市民サービスの向上に向けた検討が必要である。

改革項目 2-(1)

現状

・現在の申請や手続きは、手書きの申請書を使用しているため、手続きに時間がかかってしまうほか、職員も紙様式に対

応した事務を行っているため、処理作業に多くの時間を費やしている。

・ICTを活用して手続きの簡素化や事務作業の効率化を行うことで、市民サービスの向上と職員の作業コスト削減・時間削

減の両方に効果が期待できる。

ICTの戦略的な推進 担当課 行政管理課

年度別計画
・ICT戦略の策定

・ICT戦略に基づく施策の

実施

取組内容

・市役所におけるICT推進に関する基本的な考え方(ICT戦略)を整理し、それに基づき事務の効率化を推進するとともに、

ICT人材の確保・育成を行う。

・窓口での各種申請や諸手続きにおいてICTを活用した非対面型サービスの提供を推進するとともに、キャッシュレス決済

の導入により多様な収納方法を推進し市民サービスの向上を図る。

R3 R4 R5 R6 R7

【基本目標2】２業務効率化の推進   

課題 ・ペーパーレス化に向けた意識の醸成や体制づくりを行う必要がある。

取組内容

改革項目 2-(2)

現状

・業務の様々な場面で紙を使用し、印刷・丁合・配付・保存・検索・廃棄等に多大な時間、経費、場所等の資源を必要と

しており、庁内会議においても多くの紙資料を使用している。

・現在、紙やトナーなどで年間約1,500万円の経費がかかっている。

ペーパーレス化の推進 担当課 行政管理課

・庁内書類の電子化とモバイル端末を用いた庁内会議の実施など、紙資料の原則廃止に向けた取組を進める。

・文書管理システム上の電子決裁の活用を推進する。

年度別計画

R3 R4 R5 R6 R7

・電子化・電子決裁の活用

推進

・業務用端末のモバイル端

末への転換
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【基本目標２】３効果的かつ効率的な行政運営の推進   

課題

・人口減少社会の中で、適正な行政組織・職員数のあり方の検討や行政サービスの総量を踏まえた適正な職員配置を行っ

ていく必要がある。

・人口減少と行政ニーズに合わせた職員規模と業務量、それを効率的にこなす行政組織を構築していく必要がある。

改革項目 3-(1)

現状
・行政ニーズが増大し、各部署の業務量が増加しているが、行政課題の変化に対応した組織体制の改編の際に、必要に応

じ課・スタッフ規模の適正化を実施している。

行政ニーズや社会情勢に応じた行政組織 担当課 職員課

取組内容 ・行政ニーズや社会情勢に応じた適正な行政組織や職員数のあり方について検討する。

年度別計画

R3 R4 R5 R6 R7

・行政組織や職員数のあり

方の検討・実施

【基本目標２】３効果的かつ効率的な行政運営の推進   

課題 ・部署により時間外勤務時間数にばらつきが見られ、適正な業務配分や事務量の均衡を図る必要がある。

時間外勤務の縮減 担当課 職員課改革項目 3-(2)

現状
・毎年度時間外勤務縮減方針を作成し、事前命令・事後確認の徹底、業務の見直し・改善などを行っており、平成27年に

比べ令和元年は14％の時間外勤務の縮減が図られた。

取組内容
・事前命令・事後確認の徹底やＩＣＴの活用等、時間外勤務に係る管理運用体制の見直し、さらなる時間外勤務の縮減に

向けた取組を行う。

年度別計画

R3 R4 R5 R6 R7

・管理運営体制の見直し検

討・実施
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【基本目標２】３効果的かつ効率的な行政運営の推進   

課題
・兼業や副業に関する諸課題（営利企業への従事に係る任命権者の許可基準の設定など）を整理し、専門の人材を活用す

る際の施策の企画立案や実施体制を構築する必要がある。

改革項目 3-(3)

現状

・現状、地方公務員の兼業・副業については、地方公務員法でその範囲が制限され許可なく行うことはできない。

・ICTの推進、新たな収益確保、外国人対応等、多様化・複雑化する行政課題が増加している中、他自治体ではこれらに対

応すべく民間から専門的な人材を確保している。

戦略的な民間人材の活用 担当課 職員課

取組内容 ・戦略的な民間人材の活用等に向けた兼業・副業制度構築に向けた検討を行う。

年度別計画

R3 R4 R5 R6 R7

・兼業や副業に関する諸課

題の検討

・民間人材等の活用に係る

体制の検討

・民間人材等の活用の実施

【基本目標２】３効果的かつ効率的な行政運営の推進   

改革項目 3-(4)

・組織横断チームを設置する際の庁内的なルールや施策実施体制などを検証する必要がある。

取組内容 ・特定課題を達成するための組織横断チーム設置に向けた制度を構築する。

現状
・行政課題が年々多様化・複雑化してきており、従来通り部署ごとで課題解決にあたるのではなく、組織を横断して取り

組むことが重要となってきている。

課題

特定課題解決のための組織横断チームの制度化 担当課 職員課

年度別計画

R3 R4 R5 R6 R7

・組織横断チーム制度の検

討、設置
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【基本目標２】３効果的かつ効率的な行政運営の推進    

効率的な行政サービスの提供 担当者

課題
・保育需要の増加に伴う受入体制(保育士、施設など)の整備や質の高い学童保育サービスの維持、労務管理体制の改善が

課題である。

改革項目 3-(5)

現状

・保育需要の増加が続く中、保育施設や会計年度任用職員(保育士)の確保が難しくなってきており、さらに公立保育園の

老朽化も課題となっている。

・学童クラブは現在、市直営で12か所設置しており、会計年度任用職員約90名が勤務している。定員は724名で、今後も

高い利用ニーズで推移することが想定される。

子ども家庭課・子育て学童担当

取組内容
・保育の提供体制整備（公立保育園の集約化、私立保育園も含めた市全体の受入数の確保）に向けた整備を行い、学童ク

ラブの委託化に向けた検討を行う。

年度別計画

R3 R4 R5 R6 R7

・保育の提供体制整備に向

けた検討

・学童クラブの委託化に向

けた検討

【基本目標２】４職員の人材育成の推進   

年度別計画

R3 R4 R5 R6 R7

・人材育成基本方針や人事

評価、職員研修体系の見直

し・実施

・働き方改革に資する各種

制度の検討・実施

現状
・人材育成基本方針については、平成12年度に策定（直近では平成27年10月に改定）し、職員の意欲や能力を最大限に引

き出し、市民サービスの向上のため、職員研修の充実や人事管理制度の整備など人材育成に向けた取組を進めてきた。

課題

・限られた資源の中で、時代の変化や複雑化する行政課題などに対応するためには、職員一人ひとりの資質や能力の向上

が求められる。

・働き方改革の推進には、職員の福利厚生の観点を超えて、市の経営戦略として取り組む必要がある。

取組内容
・時代の変化に応じた職員を育成するため、人材育成基本方針や人事評価を見直すとともに、職員研修の充実を図る。

・多様な人材が定着・活躍できる職場づくりのため、働き方改革に資する各種制度（休業制度等）の導入する。

改革項目 4-(1) 働き方の変革を見据えた人材育成・職員活躍の推進 担当課 職員課
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【基本目標２】４職員の人材育成の推進   

R5 R6 R7

・プロジェクトチームの設

置・運用

改革項目 4-(2) 若手・中堅職員のプロジェクトチームの設置 担当者

取組内容

年度別計画

現状

・ベテラン職員の退職とともに、30歳以下の若手職員の数が年々増加しており、30代前半で主査職になるなど若くして昇

格する職員も増えている。

・若手・中堅職員が横断的に他部署の職員とまちづくりに関する議論を交わす機会がない。

課題
・若手・中堅職員が所属部署の業務以外で広くまちづくりについて考える機会が少なく、機会を作ったとしてもそれらを

施策等に反映する仕組みがない。

・若手・中堅職員が自由闊達に課題について議論し合うプロジェクトチームを設置する。

・プロジェクトチームからの提案を事業化できる仕組みを検討する。

R3 R4

企画課

・・

【基本目標２】５政策評価の推進   

※政策経費：政策的な判断のもとに実施する行政サービスによる経費

※経常経費：現在の行政サービスを維持するために必要な経常的な経費

現状

・限られた財源で事業を推進するためには、実施内容の妥当性や事業効果等を見極めながら、事業の方向性を検討する必

要があり、毎年、政策経費については、事務事業評価を行い、その結果を推進計画や予算に反映している。

・市民ニーズの多様化、新たな行政需要への対応により、新規・拡大事業は増加傾向にある。

課題

・継続事業の多くは、推進期間が明確化されておらず、その結果、長期に渡り取り組んでいる事業もある。新規事業が増

えている中、特に単独事業については、事業終了の判断基準の必要性、事業効果を踏まえたスクラップ＆ビルドの促進が

必要である。

・経常経費も年々増加傾向にあり、対象や規模の妥当性や必要性等の観点からの評価が必要である。

取組内容
・新規事業における終期設定などスクラップ＆ビルドを促進し、経常経費に評価の視点を入れるなど事務事業評価方法に

関する見直しを行う。

年度別計画

R3 R4 R5 R6 R7

・新規事業の終期設定など

事務事業評価方法の見直し

・経常経費の評価方法の検

討

・見直し、検討結果に基づ

く評価の実施

改革項目 5-(1) 事務事業評価方法の見直し 担当者 企画課
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【基本目標３】１多様な主体が活躍するまちづくり   

R3 R4 R5

取組内容
・「北広島市における外国人の受入・共生に向けた考え方」に基づく外国人に係るコミュニケーション支援、生活支援、
外国人との交流に関する取組を検討する。

年度別計画

R6 R7

・外国人労働者就業状況等の
把握、課題整理
・外国人の就業環境の整備や
外国人に係る生活支援制度等
に関する取組の検討

・外国人の就業環境の整備
や外国人に係る生活支援制
度等に関する取組の実施

1-(1)

・本市に在留する外国人は増加傾向にあり、令和2年9月末時点で381人となっており、5年前と比較すると約2.5倍になっ
ている。
・現在、市民に占める割合は0.6％と小さいが、平成31年4月の出入国管理法の改正により、今後も外国人労働者が増えて
いくことが見込まれる。

課題
・外国人が求める支援や外国人雇用事業者が求める支援などの実態把握に努め、社会情勢を踏まえた外国人に関する取組
を進めていく必要がある。

現状

改革項目 外国人の受入・共生に向けた対応 担当課 商工業振興課

【基本目標３】１多様な主体が活躍するまちづくり   

※外郭団体：官公庁の組織の外にありながら、その官公庁から出資・補助金を受けるなどして補完的な業務をおこなう団体

取組内容 ・外郭団体に求められる役割や団体の関わり方等について検証する。

改革項目 外郭団体との関わり方の検証 担当課 企画課

課題
・外郭団体に求められる役割の変化に応じて、団体との関わり方について検証する必要がある。
・外郭団体との関わり方や関与を見直した場合の運営や活動への影響についても検証することが必要である。

1-(2)

現状
・毎年度政策評価において事業評価を行っており、評価において補助金等を交付する団体の活動内容、補助金等の充当状
況、決算状況等の確認を行っている。
・社会経済情勢の変化に伴い、外郭団体に求められる役割が変化している。

年度別計画

R3 R4 R5 R6 R7

・外郭団体への関与の基準
などを定めた指針等の作成

・指針に基づく外郭団体に
ついての点検
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【基本目標３】１多様な主体によるまちづくり   

課題
・札幌圏においても、人口減少局面に入り、高齢化率も上昇することが見込まれ、財源や担い手の不足により、行政サー
ビスの維持が困難となることが想定される。そのため、圏域内の様々な資源を活用した連携の強化、行政のコスト削減や
運営の効率化を図る必要がある。

改革項目 1-(3)

現状
・平成31年3月に、札幌市と近隣自治体(江別市、千歳市、岩見沢市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、長沼町、南幌
町、新篠津村)において、連携中枢都市圏形成に係る連携協約を結び、新たな広域連携「さっぽろ連携中枢都市圏」を形
成。さっぽろ連携中枢都市圏ビジョンに基づく連携事業を推進している。

広域的な自治体連携 担当課 企画課

取組内容
・さっぽろ連携中枢都市圏ビジョンに基づく各種連携事業に取り組むとともに、社会情勢を踏まえた圏域の周遊活性化
や、将来の人口減少を見据えた自治体行政のスマート化など圏域の共通課題の検討を進める。

年度別計画

R3 R4 R5 R6 R7

・「さっぽろ連携中枢都
市圏ビジョン」に基づく取
組の推進

【基本目標３】１多様な主体によるまちづくり   

課題
・人口減少や少子高齢化の進展、ボールパークを核とするまちづくり、人工知能やＡＩ等の技術革新など、地域社会を取
り巻く環境は大きく変化している。複雑・多様化する行政課題や地域課題への対応について、民間事業者と大学等が有す
る研究成果や専門的な人的資源を活用した連携を進めることが求められる。

改革項目 1-(4)

現状

・民間事業者と連携して地域課題の解決に向けた実証実験等を行うなど、まちづくりの推進を目的とした民間事業者との
連携を進めている。
・星槎道都大学及び北海学園大学の2大学と包括連携協定を締結し、文化振興や人材育成、生涯教育の推進など、まちづく
りに関する様々な事業を実施するとともに、学生の自主的な地域活動を支援するため地域活動支援事業補助金を交付して
いる。

民間事業者と大学等との連携の促進 担当課 企画課

取組内容
・まちの強みを生かした各種施策の展開、地域課題の解決に向けた取組など、民間事業者と大学等の知見をまちづくりに
反映させるため、民間事業者と大学等との連携・協働を進める。

年度別計画

R3 R4 R5 R6 R7

・民間事業者と大学等との
連携手法の検討
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